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第 1 原発事故被害者の健康被害防止のための施策

C子ども被災者支援法

(放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等)

第十三条 国は、東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくの状況を明らかにするため、被ばく放射線量の

推計、被ばく放射線量の評価に有効な検査等による被ばく放射線量の評価そ叫也必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、被災者の定期的な健康診断の実焔その他東京電力原子力事故に係る放射線による鈎京への影響に関す

る調査について、必要な抱策を講ずるものとする。この場合において、少なくとも、子どもである間に一定の基

準以上の放射線量が計測される蝉或l己居住したことがある者備児である聞にその母が当該地域に居住していた

者を含む。)及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の生涯にわたって実施されることとな

るよう必要な措置が講ぜられるものとする。

3 国立、被災者たる子ども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る方鮒線による被ばくに起因しない負

傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)を受けたときに負担すべき費用についてそ0:負担を減免するため

に必要な施策その樹皮災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずるもの左するo

0日弁連人権大会決議「福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める氏議J(2013年10月

4日)より抜粋

1 201 1年3月11日以降の1年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上であると推定される全地蛾

に、避難する樹りを認め避難者に必要な支援を行うこどとし、同掛と年間5ミリシーベルト以上であると推定さ

れる封白域に、正当な補償を行った上で、避難指示を出すことなどを検討するとと

(1)低線量被ばくの危険性

被ばくから数か月以上経て症状が出る放射線晩発影響について、原爆被ばく者の追跡調査でほぼ全てのがんに加

え、心筋梗案等非がん疾患でも被ばく線量に応じた増加が認められ、最近では方妓十線が炎症キ免疫老化を通じて

様々な疾病を促進する機序カ2指摘されている。チェルノブイリ原発事故の被害状況からも、放射能による深刻な

健康被害が、長期に生じ続ける可能性が報告されている。
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低線量被ぱくの場合も、がんではLNT(しきい値無し直線)モデ、ルが国際的コンセンサスとされ、心疾患でも

しきしオ直無しに糊槻量と発症が比例するモデルが適合するとの報告もある。直銭照射されt~*棚包だはでなく、

放射線が周辺の細胞にも影響するとされる〆イスタンダー効果など低線量被ばく特有¢危険性も報告されている。

{l'i線量被ばくの危険性については、専門家の聞で意見が分方寸1る部分も多し、が、放射線の影響は長期間¢疫学調

査によって初めて明らかになるもので、あり、現時点で専門家が合意している確立した科学的知見のみを基礎とす

れば、被害を切り捨てる結果となりかねない。 ICRP等と異なる見解も、相応の科学的根拠が呈示されている

場合には、広く考慮の対象土する必要がある。

特に、成長過程にある子どもについては、放射線感受性の高いことが指J商されており、安全の確保に特別の注意

が必要である。

(2)子ども・被災者支援法の成立

2012年6月21日、衆議院で子ども・被災者支援法が全会一致で成立した。同法は、放射線が人の健康に及

ぼす危険につして科学的に十分に解明されていないこと(第1条)、被害者が被災地に居住するか、避難するか、

又は避難した後帰還するかについて、被害者自身の自己決定権を認め、そのいずれを選択した場合であっても適

切な支援を受けられること(第2条第2宅局、国がこれまで原子力政策を推進してきたととに伴う社会的責任を負

っていること(第3条)を認めた。また、被害者に対する医療支援の施策についても、可能な限り支援すべきも

のとされている(第13条第3項)。

(3)基木方針策定の遅れと法の趣旨に反するパッケージ及び基本方針案

もっとも同法は、被害者支援の基本法的な位置付けのものであり、具体的な施策については、今後政府の政策や

政令等で具体的に定められなけオUまならない。しかし、動府の対応は極めて鈍い。

本年3月15日に、政府は、「原子力災害による被災者支援施策ノfッケージ~子とーもをはじめとする自主避難者等

の支援の拡充に向けて~J を発表したが、これは、ほとんどが既に実施されてし、る施策を並べたものにすぎない

こと、被害者から強く批判されている福島県の県民健康管理調査を継続するととが示されるにとどまり、要望の

強かった、より詳細で被害者の希望に沿った健康診断、内部被ばく検査及び福島県外における線量の高い地域で

の健康診断を実施する方針が全く示されていないことなど、子ども・被災者支援法の制定趣旨lこ沿ったものと評

価できるものではなかった匂

その後、法施行後1年2か月を経過した本年8月30日になって、ようやく「被災者生活支援等施策のt街並に関
する基本的な方針(案)J (以下「基本方針案j としづ。)が公表され、意見募集(パブリックコメント)が実施さ

れるに至った。し7]'し、政府は、事前に公聴会の開催等の措置を講ずることなく基本方針案を公表し、しかもパ

ブリックコメントの期間は、わずか2週間という極めて短期間にすぎず、さらに、基本方針案についての説明会

を9月11日に福島市で、 9月13日に東京都江東区で開催することを、それぞれの開催日のわずか1週間前に

告知し、そこで参加者からの意見を聞くとしただけであり、その手続の進め方には大きな問題がある。

基本方針案の内容につしても、支援対象地或については、福島県中通り・浜通り G麟佐指示区域を除く。)のみを

対象とするという、極めて狭い範囲に限定されており、このような対象地域の設定は立法者の意思に反するもの

といわざるを得ない。

被災者生活支援等施策については、そのほとんどがパッケージと同様、既存施策の寄喧謀長めにすぎず、また居住

者や帯還者に対する施策に偏り、避難者に対する具体的な施策に乏しい。遊具儲から要望が強い新規壁難者向け
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の住宅支援は含まれておらず、避難のための移動の支援に関する新たな施策も含まれていな，¥当事者が居住継

続、避難及び帰還のいずれを選択したとしても等しく支援するという子ども・被災者支援法の思念に沿ったもの

であるとは評価することができない。

また、福島県外における健尿診断の実施や被災者への医療費の減免措置については、さらに今後の検討に委ねら

れることとされ、被災者にとって最も切実て、重要な健康・医療関係の施策が先送りとされた。

この施策パッケージ及び基本方針案の理念と内容は著しく不寸分であり、子ども・被災者支援法の確実な実施の

ためには、政府内に外部委員を交えた常設の諮問機関を設け、公開の場で同法の実施のために最断完的に協議して

いくことのできる体制を確立することが必要である。とのような体制の確立と併せて、適切な内容の基本方針の

策定及び具体的施策の実施が必要である。

(必遊具i制手除は慎重に行うべきであること及び支援対象地減指定の必要性
避難指示等があった均出或については、避持針旨示解除準備区i或、居住制限区域及び帰還困難区域の3つに再編され

Tらそのうら、避難指示解除準備区域は、糊線量が年間20ミリシーベノレト以下になることが確実な地域とさ

jもる。

しかし、いわゆるチェルノプイリ法においては、年間 1~5 ミリシーベルトの被ばくを余儀なくされる地織では、

被害者は他雌或への移住を選択することができ、年間5ミリシーベルトを超える地域では、避難を強制される。

それでも、子どもたちが現に健康を害していると報告されている。我が国の労災認定基準や放射線管理区域も、

年間5ミリシーベルトが基準とされてきた。

したがって、予防原則lを貫徹し、住民¢健康を守るためには、避難針旨示解除は、年間1ミリシーベルト以下であ

ることがE鰐恕された地域から行うべきである。 2011年3月11日以降の1年間の追加被ばく線量が1ミリシ

ーベルトを超えるととが推定される全地域については、子ども・被災者支援法第8条における「支援対象地域J

とし、避難のi樹脂認め、避難(軒世による保養などを含む。)を希望する住同調し、必要な支援をなすべき
である。また、健康被害がもたらす影響が重大で、あり、かっ長期に及ぶことに銘みれば、同様に追加被ばく線量

が5ミリシーベルトを超えると左が推定される全地域については、「特別支援井橡地域j と指定して、財産権や

逸失利益等に対して十分な補償を行うとともに、避難先における住居、翻哉、学校等の生活全般についても十分

に保障することを前提として、避難指示を出すものとし、それでもなお居住を続けることを強く希望する住民に

ついては、その意思を尊重L、安心して生活できるような環境の整備等を行い、とりわけそ¢健康管理には特設

の注意を払うことなどが検討されるべきである。

ICRPの『長期汚染地域住民の防護に関する委員会副J告Hパブリケーション11 1)にも、上記提言とほぼ同
趣旨のものがある。この勧告は、 ICRPの主委員会ぞ2008年10月に承認されたもので、原発事故などの

緊急事態が収束した後、一定の汚染状況の中で地域復興をしてし、く際の放射線防護l乙つして記したものである。

との勧告では、 r3. 3 個人被ばくを制限するための参考レベノレ/(50)汚染地J:oJZfkjに居住する人々川茂菱の
最適化のための参考レベルは、こ(T_被ばく状況区分に対処するためパブリケーション103 (ICRP、200

7) で勧告された 1~2 0ミリシーベルトの範囲の下方部分から選定すべきであることを勧告する。過去の経験

により、長期の事故後状況における最適化フ。ロセスを制約するために用いられる代法的な値は1ミリシーベルト

/年であることが示されている。」とし、 r4. 2 影響を受けた人々が実施する防言重措置/(64)影響を受け
た人々が当局の定める措置の策定及び実施に関与することが、措置の有効性を発揮する上で非常に重要になるo

ただし、その上で、被ばくを折刷するための多くの措置は、個人の行動によって進められることになる。また、
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これらの措置を有効かつ持炉し可能にするために、当局からの支援の枠組みが必要になる。j とされている。

との勧告の趣旨は、 1~2 0ミリシーベルトの範囲の低し満分を参考レベノレに定めるべきであり、防童措置の策

定と実施に住民が関わるべきであるとするものである。 5 ミリシーベルトは、 1~20の範囲の低い部分であり、

避難指示などの基準を定める参考値となり得る。そして、 1ミリシーベルトを超える場合に、避1難とし、う自主的

な選択を認める本決議の趣旨も、この ICRPの考え方と適合するものといえるだろう。

(め支援対象t仕立或指定に当たっての留意事項

福島県は避難指示区域等の指定によって地域が分断されてきたt郵草があり、支援対象地域の指定によりさらに地
域が分断される不利益を与えるべきではなく、福島県全域は支援対象地域として保護すべきである。

また、支援対象地域の指定に当たっては、当初は空間線量に関する情報に基づく指定を行わざるを得ないと考え

られるが、事故直後の内部被ぱくを含む初期被ばくについても、適切な推計を行い、上記の基準に該当する地域

にっし、て、 j助日指定を行うべきである。また、 J一言己の支援対象i射或以外に居住をする者、過去に居住してし吃者

で、あっても、事故直後の被ばく線量なども考慮し、地域ごとの事情に基づき、支援対象者に含めることができる

ような指置を実施するべきである。

第 2 福島原発事故被害者に対する住宅支援は国の責任

福島原発事故被害者に対する住宅支援は損害賠償だけの問題としてはならなしL

損害賠償だけでは、事故の被害を完全に回復することはできなしL

福島原発事故被害者に対する住宅支援は国の責任であるととを確認するべきである。

0 子ども被災者支援法の支援リストには住宅支援も入っていた

(支援対象地域で生活する被災者への支援)

第8条 国は、支援志操縦或(その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下

回っているが一定の基準以上である地域をしづ。以下同じ。)で生活する被災者を支援するため、医療の確保に関

する施策、子どもの就学等の援助に関する施策、言司庭、料交等における食の安全及び安心の確保に関する施策、

放射線量の低減及び生活上の負担の軽減のための地域における取組の支援に関する施策、自然体験活動等を通じ

た心身の健康の保持に関する施策、家族と師陣て暮らすこととなった子ど、もに対する支援に関する施策その他の

必要な施策を講ずるものとする。

2 前項に規定する子ど、もの就学等の援助に関する施策には、制佼における学習を中断した子どもに対する補習

の実焔及び学校における屋外での運動が困難となった子どもに士付る屋外で、の運動の機会の提供が含まれるもの

とする。

3 第一項lこ規定する家庭、学校等における食の安全及び安IL¥Oコ確保に関する施策には、学校給食の共同調陸揚

等における放射性物質の検査のための4端号の設置に関する支援が含まれるものとする。
4 第一項に規定する掛搬量O){I，¥;/威及び生活上rr;負担の軽i戒のための地域における酎剖こは、子どもの呆護者
等による方妓4↑生物質により汚染された土壌等の除染等の措置、朝交i品、食等についての放射性牧質の検査その他の
取組が含まれるものとし、当該取組の支援に関するj応策には、最新の科学的知見に基づき専門的な助言、情報の

提供等を行うことが守きる者の派遣が含まれるものとする。

(支援対象雌或以外の魁或で生活する被災者への支援)

第9条 国l土、支援対象地域から移動して支援対象主出或以外の地域で生活する被災者を支援するため、支援対象

地域からの移動の支援に関する施策、移動先における住宅の確保に関する施策、子と、もの移動先における学習等

の支援に関する施策、移動先における就業の支援に関する施策、移動先の地方公共団体による役務の提供を円滑
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に受けることができるようにするための施策、支援支:'橡地域の地方公共団体との関係の維持に関する施策、家族

と自白もて暮らすとととなった子どもに対する支援に関する施策その他の必要な施策を講ずるものとするo

伎援対象地域以外の地域から帰還する被災者への支援)

第10条 国士、前条に規定する被災者で当該移動前に居住していた地域に再び居住するもの及びこれに準ずる

被災者を支援するため、当該地域への移動の支援l乙関する施策、当該却械における住宅の確保に関する方齢者、当

誹峨における就業の支援に関する施策、当該地域の地方公共団体による街主の樹共を円滑に受けることができ

るようにするための施策、家族と再住れて暮らすこととなった子どもに対する支援に関する施策その他の必要な施

策を講ずるものとする。

0国内強制移動に関する指導原則

国内強制移動に関する指導原則は1998年lこn国連人権]委員会決議1997/391こ従って提出された〔園内崎
難民に関する国連]事務総長代表、フランシス 'M・デン氏の報告書附肩書』として作欣され、総会を含むさま

ざまな国車磯関から好意的に受け入れられ、 2005年の世界サミットの成果文書において国家元首と政府首脳によ

って「園内避難民の保護のための重要な国際的枠組みjとして認識されました。

原則18

1 すベ亡の国内避難民は、適切な生活水準に対する1叡Ijを有する。
2 管轄当局は、状況のし、かんを問わず、かつ、差別することなく、少なくとも、園内避難民に対して次のものを

与え、かつ、二れらを安全に得ることを確保する。

(a)不可欠配食糧およE飲料水

(b)基本的な避難所および住宅

(c)適切な衣類

(d)不可欠の医徐サーピスおよび衛生設備

3 これらの基体的な物資の計百係定およじ配給への女性の完全な参加を官制呆するため、特別の努力がなされるべ

きl:'ある。

0 日弁連「原発事故避難者への仮設住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める意見書J(2014年(平

成26年) 7月17自)

1意見の趣旨

国は2 福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故j としづ。)の避難者の入居する仮設住宅等(建設型の仮設住

宅，民間借り上げ住宅等のみなし仮設住宅，公営住宅，公務員宿舎等を含む。)について，避難者の意見を聴く機

会を速やかに設けた上で，災害救助法に基づく支援を調邸売するのではなく，以下の内容を含んだ，原発事故避難

者を総合的に支援する新たな立法措置を行うべきである。

1) 避難者に対して， r人命最優先の原則J，r柔軟性の原則J，r生活再建継承の原則J，r救助費国庫負担の原則J，
「自治体基本責務の原員リJ，r被災者中心の涼員日」の6原則に準じた総合的支援をすること。
2)避難者に対する住宅供与期間を相当長期化させるとともに， 1年ごとに延長するという制度を改め，避難者

の意向や生活実態に応じて更新する制度とすること。

3)避難者の意向や生活実態に応じて，機動的かっ弾力的に転居を認めること。

4)新たに避難を開始する避難者にも住宅等を供与するとともに，避難者の意向や生活実態に応じて，避難，帰

還，帰還後の再避難を柔軟に認めること。

5)国の直轄事業として避難者に対する住宅供与等を行い，避難先の自治体にかかわらず安定かつ充実した支援

を行うとともに，避難先の~，特性に合わせた自治嗣虫自の上乗せ支援も認めること

6)有償の住宅への移転又は切替えのあっせんを積極的に行わないとと。

くま)



2意見の理由

1)現在の状況

原発事故による被ぱくのおそれのある地域に居住していた住民は，それぞれの住まいにおける平穏な生活から一

転し，原発事故後の政府の指示によって避難を5齢、られ，あるし、は，放射能による健康への影響等を回避するた

め遠方へ『避難を余儀なくされた。福島県における避難者は，原発事故から3年数か月を経た現在，県内に約8

万3000人，県外に約4万5000人にのぼっている。

避難者の多くは 3年が結晶した今も仮設住宅等を仮の住まいとして生活を送ってし、るc

2)仮設住宅制度について

(1)仮設住宅は，災害救助法第4条第1項第1号に基づいて供与され，供与期間は，原則2年まで，延長は1年

ごととされている(供与期間2年lこういて，同法第4条第3項，同施行令第3条第1項，平成25年10月1日

内閣府告示第228号第2条第2号卜による建築基準法第85条第4>見延長1年ごとについて，特定非常災害

の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条)。建築基準法第85条は，発災後に建築

されるブ。レハブ等の応急仮設建設物について定めており，供与期間 2年及び延長は1年ごととする定めは，プレ

ハブ、等の応急仮設建築物の安全性と和問年数のj勾衡から定められていると解される。

東日本大震災では，フoレハブ等の応急仮設建設物の他l乙民間住宅の借り上げ住宅や，公営住宅の一時使用許可

(地方自治法第238条の4第7羽を利用したもの(し、わゆる「みなし仮設住宅J)が，多数活用されている。

みなし仮設住宅はプレハブ、等の応急仮設建築均と異なり，建築基準法等が定める所定の基準を満たした通常の建

築物であるから，供与期間2年及ひ延長は1年ごととする合理性はなし、にもかカわらず，単に「みなし仮設住宅」

の制度を明確に定めた規定がないとしづ形式的な理由から，応急仮設型建築防と同様，供与期間2年及び延長は

1年ごととして運用されているG

(2)仮設住宅等の供与は，あくまで災害救助の一方法すなわら緊急避難措置であるため，仮設住宅等から退去す

れば災害救助の必要は消失するとし、う建前で運用されている。そのため，原則として仮設住宅等の問の車足音は認

めないこととされてしも。

また，あくまで災害直後の救助であるという建前から，災害後数年経ってから，部1tこに仮設住宅等を提供するこ
とは想定されてない。

(3)災害救助法に基づく救助の実施主体は都萱府県であり，被災した都道府県は仮設住宅を建築・管理する責任

を負ってし、るが，国が定めた基準内で建築・管理されている場合は，固にその費用を数助費として負担してもら

えるという仕組みとなっている。避難者を受け入れている都道府県は，避難元の都道府県への求償を確実にし

また避難元の都道府県に過剰な負担を負たせないためにも，避難者の実情にかかわらず，避難元町宮前副守県の水

準を超えた方法で救助するのを鴎跨する傾向が見られる。

本来，自治体は自己の判断と裁量lとより 3 避難者向け¢仮設住宅等の供与をなけ号るし，相当の長期にわたる供

与期間の設定もできるが，固による費用負担が国の建築・管理基準と結び付いている現行制度下では2 国の方針

に左右されることを避けられず，また，避難元の県，すなわち福島県の意向が重視されている。

3)遊葉儲♂の実情

(1) r東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるため¢被災者の生活
支援等に関する施策の推進に関する法律J(以下「支援法j という。)では，国において原発事故佐避難者の住宅

の確保に関する施策を講ずることとされているが，支援法の基本的施策に関するパブ、リックコメントを募集した

隊仮設住宅等の運用について， r新規受付を再開することJ，r供与期間を延長することJ，r供与中の生活実態の
変化による借り換えについて柔軟な対応を求めることjについて多数の意見が寄せられた (2013年10月1

1 日付け復興庁 rw被災者生活支援等施策の推i隼に関する基本的な方針~ (案)に対するパブリックコメント結果

(る)



の公表についてJ)。

また，福島県が本年1月から2月にかけて行ったi蝶佐区域内・回或外の双方からの避難者に対する「福島県避難

者意向調査jの調査結果によれば，遊芸館の6割以上が住まいについて不安を感じており 4割以上が仮設住宅

等の入居期間延長を求め，また4分の1以上が仮設住宅等の住み替えについて柔軟な対応を求めていることも浮

き彫りになった。

さらにし、くつかの避難先自治体における意向調査等でも，現在の避難生活で困っていること，不安なこととし

て， r住まいのととJ，r避難生活の先行きが不明なことJとの回答が最も多くなっている。これらの避難者の声か
らは，避長儲が背負ってし、る複合的な問題を垣間見ることができる。

(幻災害放助法に基づく運用を継続することの問題

避難者が背負っている複合的な問題は，災害、放助法に基づく仮設住宅等の供与が，原発事故の特性に十分に対応

できていないために生じている。従前，災害救助法は，地震や津皮等の自然災害時に適用されてきたところであ

るが，その運用及び制度自体に問題があるため，同法の抜本的な改善を行うべきことを，当連合会としてもかね

て意見を述べてきた (201 1年7月29日付け「仮設住宅の改善に関する意見書j等)。とのような災害救助法

乞原発事故という躍震の異なる事象に当てはめ続けること自体が不合理であり，その無理が次第にしわ寄せと

なって避難者を複合的に苦しめていると見るのが自然である。国は，これ以上無理を重ねるのではなく，大きく

舵を切り z 以下の払喰Eに対応できるように，災害救助法とは異なる新たな立法措置を講じるべきである。
避難者が抱えている一つ目の払曜は;r来年，あるいは再来年，自分や家族がどこにいるか，し、られるかが分から
なしリとし、うものである0.これまで災害救助法に基づく仮設住宅が供与されてきたのは，地震や南皮等の自然災

害が主であった。これらの自然災害では，発災後しばらくして復旧復興計画が策定され，これに基づいた復旧復

興事業が進められるので，被災者は仮設住宅での生活が暫定的であり 1年ごとに更新されるとしづ制度であっ

ても，復旧復興計画に希望を見出し，将来を見据えた生活再建に取り組むことができ7らまた2 他県へ避難した

場合でも復興計画があるので，自分がいつ頃帰還するかのめどを立てることができた。

しかしp 原発事故による避難としづ事象においては，復旧復興計画の立案はおろか，事故の収束すら現実的に見

据えることができないため，避難者は将来を見据えた生活再建に取り組むことができなしL 希望が見えない中で

暫定的な生活に耐えJ続けているのである。このような状況でl丸親が仕事を探す際には単年の期間雇用を選択せ

ざるを得なかったり，子どもl討生学先が定まらないことで勉強に集中で、きなかったり，友人付き合いする際もE害

時せざるを得なかったりするのである。

このように将来が見通せなし、J 、つまで、も暫定的な状態が脳売してし、るとし、う事実は，著しし、不安感や将来が

見通、せなし、絶望感となって J壁難者の心身を蝕んでいるのであるC 福島県の災害関連死者数は，同じ被災地であ

る岩手県や宮城県と異なり，災害直後ではなく半年後~l年後にピークを迎えている。これ自体，避葉聞の齢世

生活の過酷さを物語っているが，仮設住宅等に}居して相当時間が経過した後も，災害関連死者数が高い水準で

発生し続けていることは，避難生活の過酷さと，これに対寸る支援策が決して十分ではないことを物語っている。

支援方法を抜本的に見直し，関連死の増加を是非とも食い止める必要がある。

こうした避難者の過酷な心理は，かつて「暫定的なありょうがし、つ終わるか見通しのつかない人間は，目的をも

って生きることができなし」ふつうのありょうの人間のように，未来を見すえて存在することができなし切だコ

そのため，内面生活はその構造ががらりと様変わりしてしまう。精神の崩壊現象が始まるのたJ(ヴィクトール-

E・フランクノレ「夜と霧J) と表現された心理状態に重なるものがある。

こうした避難者の実情を直視すると，更新が1年ごとで，転居を容認しないような現在の仮設住宅等の供与に関

する制度が，避英儲の実情に適合していないことは明らかである。

三つ目の問題は，原則として転居が認められていないので，狭い部屋に多人数で生活したり，転勤等がある仕事

に就きにくいなど，多数の不便を強し、られていることである。これまで災害救助法に基づく仮設住宅が供与され

てきたのは，自然災害が主であった。これら自然災害の影響は万人に等しく及ぶので，避難する古谷かの判断に

年代等O~傾向等はなく，家族はまとまって避難することができた。しかし，原発事故では》乳児や幼児あるい

(7) 



は妊婦や若年者等への影響が特に懸念されていることから，親の世帯左子の世帯が別々に避難したり，年月0:経

過とともに3 世帯分離の避難に伴う心理的，経済的負担を避けるため，別々に避難していた家族が集まり，時間

の経過とともに同居家族の人数が変わるケースが多くなっている。さらに，原発事故に起因する複合的なストレ

スにより，家庭内の関係性が軒ヒしてし、る例も少なくない。

また，原発事故では避難過程や経路に多数の混乱があったため，ひとまとまりになって避難できていない家族が

多く，当初はバラバラに避難したり，一時的に一緒に住む，などの事象も多数包きてしも。さらに，麟障に子

どもが多いところ，避難の長期化とともに子どもは成長していくので，個室や受島餓邸主用のスペースが必要にな

るなど，転居を必要とする事象が多数発生している。

以上のような事情から3 遊具儲l土転居を必要とする事態に直面し，あるいはこれから直面するのである。

三つ目の問題は，新たに避難を開始するケースlこ対応できていない，ということである。原発事故による避難は

長期化l，事故収束のめどすら立っていないところ，事故直後は独身等の理由て、避難を選択しなかったが，その

後の結婚，妊娠，出産等を契機に避難を開始するよ臨住者が出てきているo 災害救助法に基づく仮設住宅は， 自然

災害等の発生直後，一斉に避難するケースに当てはめられてきたところ，このような原発事故特有のi鴎住に十分

に対応できていない。こうし、った事象は，現在も発生し亡し唱し，数年後，あるし、は10年以上後に発生するこ

とも十分に考えられるのである。

四つ自の問題は，避難先の自治体がどこであるかによって』避難者が受けられる支援が異なっている，というこ

とである。ある自治体では，仮設住宅等に一時入居している避難者に，期限の更新さとに「期限までに必ず退去

いたしますん「明j度し勧告に従います」等を記した誓約書を繰り返し提出させたり，有償入居への切替えを迫っ

たりして， J避難者が心理的に追し、詰められているが)監難先の自治体の運用によって大きな扱いの差があること

は不合理である。原発事故は，自然災害のように自治体が自ら対応するとしづ性質のものではなく，国が責任を

持って一律に対応すべき事象で、ある。

以上のように，原発事故による避難は，地震や津波等を原因とする避難とはその性質を全く異にしているのであ

るから3 災害救助法に基づく現在の仮設住宅等の運用で対応しj売けること自体に無理があり，この無理が避難者

を苦しめているのである。

4)必要な立法措置にっし、て

以上の実情と制度の現伏を踏まえ，原発事総監難者へ0:反設住宅等の供与につしては，次の(1)に記載「る調査を

行った上で， (2)以下に記載する内容を含んだ新たな立法措置を講じるべきである。

(1)齢儲へ0:糖、き取り及び調査

現在，残念ながら原発事故i監禁佐者の対応は不十分といわざるを得ないが，それは国や自治体が避難者の実情に肉

薄しておらず，深刻な状況を把握し亡し、ないところに原因がある。したがってs まずi眠障の切実な声をしっか

り聴き，実態を把援するこ左が重要である。そもそも，支援法第14条では，国は幽踏の意見を聴くことが義

務付けられているのであるから，速やかに避難者の意見を聴く機会を設けるべきである。

また，地方自治体においても，手厚い支援を行っている自治本は独自に実態調査を行っており，他方，支援が卜

分でないと思われる自治体は調査を行っておらず，また，避難者とのコミュニケーションの機会も少ない。調査

結果を取りまとめていない自治体では，同 自治体内の関係部署間で情報の共有もなされておらず，例えば，生

活支援の中心を担う部署が，仮設住宅等の入居期限延長の状況さえ知らなし、とし、う例も散見され2 越難者に対す

る支援が十分になされていないことの一因となっているG 各地の自治体は J臨時の実情を卜分に調査するべき

である。

(2)基木原則

避難者は，現J生，大きな不安と葛藤に苦悩し，安心して人間らしく生活できる条件を実感できない状況にあるが，

この惨状は，人権0:観点から見直せば，居住の権利が危うくされ，生存権が脅かされているものといわざるを得

ず，当連合会が一貫して提唱してしも人間復興の啓念に背くものとし、わなければならなし冶

(g') 



災害救助法の適用に当たっては，現在の運用原則を改め r人命最優先の原則J，r柔軟性の原員リJ，r生活再建継承
の原員iJJ，r救助費国庫負担の原良IJJ，r自治体基本責務の原員IJJ，r被災者中{，、の原員IJJを立てて，災害救助法の抜
本的な運用改善に努めるべきであると提唱しているところであるが (2012年4月20日付け当連合会「防災

対策推進検討会議中間報告に書付る意見書J)，原発事故の避難者に対する仮設住宅等供与の政策も同様の視点を

もって改められるべきである。

むしろ，災害救助法は自然災害を想定した制度設計となっており，原発事故の避難者への対応制度としては限界

があるといわざるを得ず，上記の新たな6原則に準じた新たな制度を創設することが望ましいと言えるG

(3)相当長期の期日殿正長

当連合会は， 2014年5月16日付けで「原発事総監難者の住宅の供与期間の延長等を求める会長声明jを公

表した。その後3 多くの仮設住宅等について期限が1年延長されたことは 定の評価に値するが，JJ;Eに述べたと

おり 1年ごとに延長するとしづ制度では避難者支援として不卜分である。

そこで、，供与期間を相当長期化させるとともに， 1年ごとに更新するとしづ方法を改め，避難者の意向や生活実

態に合わせて更新で、きる制度に改めるべきである。

(4)制舌の容認

国土，一貫して仮設住宅等の事閣を原則として認めない方針であるが，既に福島県は，県外遊難者の帰還者に対

するみなし仮設の提供を行っており，国もこれを容認してし、る。さらに，避難先の自治体においてはみなし仮設

に車長居した例もある。

そもそも，国が仮設住宅等の転居を原~IJ として認めないのは，建設型!1;反設住宅が短期間の提供にとどまること

を前提としてp 住宅提供をもって救助を終了すると解しているからに過ぎない。

原発事抗陸難者の実情に合わせ，生活実態や必要に合土せ3機動的かっ弾力的に転居を認める制度が必要て、ある。

(5)新たな蹄酔再避難に対応できる避難住宅供与

原発事故は未た取束しておらず，除染も決して卜分に果たされていない以七結婚，妊娠，出産等を契機に新た

に避難を開始するi臨儲が出てくるのは当然であるから，将来にわたって，いつでも避難できる制度が必要であ

る。

このような事態は)匪難後福島に帰還した者についても同様に発生するのであるから，再避難にも対応できる制

度が必要である。

また，低溺l量被爆の影響の有無や程度に関する知見が様々であり，町の復旧復興のめども立っていない現状に照

らせば，一度避難先を引き払って福島に戻ったら二度と避難できないという制度では，避難や景還の選択権を十

分に保障することはできなしL いつでも避難したくなったら避難でき，いつでも戻ることができる，一度戻った

後も町の状況や放射線の影響からまた避難を希望したら避難できる，ここまでの権利を実質的に保障しなければ，

原発事故としづ特殊な事象においては，人命最優先も，被災者を中心とした人間復興も果たすことはできなしL

なお，帰還を考えてし、るi臨t者に，帰還を臨時させている一つの要因は，一度仮設住宅を返してしまうともう一

度原発事故が起きたときに避難する先がない，という不安である。)鵬荘や帰還を希望する者の怠思を真に尊重す

るためには，この不安にも対応できる，いつでも避要貯帰還を認め，再避難も認める制度が是非とも必要である。

(6)閏の直轄による避難者支援

避真儲l土，原発事故により避難を余儀なくされている。これによる被害は完全に賠償されるべきであるが，それ

とは別に，避難者がその被害を軽減するため，どこに避難するかの自由は十分に保障されるべきである。また，

原発事故が未だ収束してし、ないこ左に照らせば)監英断去に仕事キ君主庭の都合て、他県へ反転居を必要とする避難者

もいるのであるから，避難後の制吾も含めて，避員脱がどの自i怖である州こかカわらず，安定かつ充実した支

援が受けられなければならなしL

イ?)



そこで，国は安定かつ充実した支援を一律に行うとともに，避難先の域或ヰ割引こ合わせた自治嗣虫自の上乗せ支

援を柔軟に認め，市町村守宅h当I守県をまたいた草足音も柔軟に可能とする制度とすべきで、ある。

(7)有償への切替えあっせんの見直し

区柳可道議障に対する災害公営住宅が建設され，また，区域外避難者封操とした子育て定住支援賃貸住宅や定

住・帰還促進賃貸住宅等の事業も進められており，とれら住宅への入居あっせんが強力に進められてし、るc 支援

法の基本方針の「支援弁橡地iぬからの避難者に対する，公営住宅の入居要件反緩和措置の検討も同じ支援の方

向性として理解するととができる。しかし，これは同時に無償の仮設住宅の打切りを推進する流h，こつながって

おり，実質的には，経済的な困窮、伏態をもって帰還を促進させる政策である。

また，公営住宅の一時使用で問主している避難者に対しでも，一般の有償入居に転換するように求める動きも増

力日してし、る。

しかし，原発事故はいまだ:~)(束しておらず，多くの避難者lえ復旧復興のめども立たない中，暫定的な避難生活

を余儀なくされており，オ三格的な生活再建に取り組むことすらできていなしL時の経過とともに家計は痛み困

窮しつつある中で，住宅を有償化させ避難者の経済的負担を増加させる三とで帰還を半ば強制するようなことは，

避難の権利の実質的な侵害であって許されない。

しかも，有償への切替えは，その避難者に対する災害救助の終了を意味するところ， ト分な支援施策が劉倍され

ていないにもかかわらず，国が避難者への救助を打ち切るようなことはあってはならない。

したがって，現時点においては，住宅の有償化へのあっせんを推進する方針を見直すべきで、ある。

(8)原発事故による避難者を支援する立法措置

我が国では，現在48基の原子力発電所が芝草転を停止しているが，運転停止中も絞燃料棒の冷去川宇業は高島流して

おり，新たな原発事故が発生する可能性はないとはし、えない。将来のエネルギ一政策の行方にかかわらず，この

状態は当面の閑継続するのであるから，原発事故発生後の~&i賞について原子力損害の賠償に関する法T制1存たす

るのと同じように，原発事故発生後に避難支援する災害救助法とは異なる法律が必要である。

国は，現在の眠時の切実な声をしっかり聴き，実態を把怪し，避難者の意見を踏まえ，避難者を十分に支援す

る立法措置を講じるべきである。

第3 医療費支給や健康調査等に関する新たな法律制度を求めて

0日弁連人権大会決議「福島第一原子力発普万事故被害の完全救済及び即時を求めるi鳩 J(201 3年10月

4日)より抜粋

決議の趣旨

広島・長崎の被ばく者へrr;援護が被ばく後12年も経過してようやく健康診断を中心に制度化されたことの反省

を踏まえ、今回の原発事故では速やかに血液検査、尿検査、ホーノレボテQィーカウンター検査等をはじめ、内部被

ばく検査を含む多角的な検査を無償で受ける機会を被害者に保1章し、検査結果は被害者に全て直接開示すること。

原発事故の健康影響を長期的に調査・研究する体制を整えるとともに、検査結果はプライバシーに十分に配慮し

つつも、学術機関等様々な立場の調査・研究に関かれたものとし、かつ、これに十分な支援・援助を行うこと。

決議(f;理由

(1)検査の重要性

本件事故て、発生した放射線によって汚染された地域は広大であり、その被害の全容はいまだ明らかになっておら

ず、福島県民をはじめ周辺地域の住民は放射線による健康影響について強い不安を感じている。したがって、被
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害者各人の健康調査を札嚇して実施してし、くとともに、調査による医学的知見を集積させ、被ばくによって生じ

る被害について迅速に対処していくことが必要不可欠である。前述のICRPパブリケーション11 1勧告にお

いても、 [4. 1.当局によって履行される防献策」の (62)では、「環境の蹴槻に関わる特性を放射線モ

ニタリング¥ンステムによって誤L価することができ、人々の内部被ばくと外部被ぱくのレベルを評価し、また被災

した人々がこ広情報を直接利用できるようにすること。被災した人々の健康状況を追跡調査するための健康サー

ベイランスの戦略。モニタリング結果を、例えば教育システムを利用して、周知することを通じて、放射線状況

の制御についての実践的知識を、現在と将来の世代の住民の間で伝えてし、くこと。Jとしている。さらに、 [4

2 影響を受けた人々が実施する防護措置Jの (70)では、「当局は、人々が自らの置かれた方妓オ線状況を理解

し、管理することを手助けするために、既存の測定結果、情報および部出来、モニタリング機器を提供するべきで、

ある(例えば、地域当局の事務所や、測定'を実施できるよう訓練された医者や薬局を通じて、機器要を利用でき

るようにすること)。さらに、当局は、人々が食習慣を変更したことによる効果を評価で、きるように、被災した住

民の定期的な全身放射能測定を確実に戴匝すべきである。Jとしている。被害者本人にとって、自らσ:被ばく状況
や健康状態について正政に把握することは、疾病の発症リスクの低減化や発症の未然防止に資するものであり、

知る権利として保障されるべきである。

(。内音「級ばくに対処するための十分な体制を構築すること

被ばくには、体外にある放射性物質から生じた放射線を受ける外部被ばくと、呼吸や食品の摂取を通じて、放射

性物質自体を体内に取り込むことで受ける内部被ぱくがあり、人体への被ばくによる健康被害のりスクを検討す

る上では、両者を総合的に捉えるこ左が不可欠である。この点、原爆症認定集団訴訟の判決では、内部被ばくの

影響について慎重に検討しなけh!まならなし、と指摘されるに至ったが、その指摘までに長期間を要した。本件事

故に起因する健康被害の調査に当たっては、ホールボディーカウンターによるガンマ線の計測だけて、はなく、ア

ノレファ線、ベータ線を測定できる血液検査・尿検査を受けられる体制を整備するとともに、内部被ばくによる健

康被害のリスクに早急、に対処するための体制を構築しておくことが必要である。

(ω 国が主導して健康調査を行う必要があること
現在、福島県は県民に対して県民健康管理調査を実施している。しかし、福島県内に限らず、近隣県においても、

高し法娩持泉量が検出されている地域があるため、駒荷が主導して、福島県民に加えて、少なくともi助日放射線量

が年間1ミリシーベルトを上回る他県の地域の住民又はこれらの地域からの避難者についても、健康調査を行う

べきである。また、それらの住民等が鮒Ft的に健康診断を無料で受診できるような体制を整織すべきである。

(心複数機関による調査機会の舷保

被ばくの影響については専門家の聞でも意見が分かれているのであるから、一方の見解に立つ専門家による調

査・研究だけに限定するのは、医療を受ける権利はもとより学問の自由からも問題があり、行政や企業から独立

した複数の機関による調査と分析を保降することが必要である。

(5)プライバシー保護とデータの公表

上記健康調査の結果は、いわれない社会的差別につながるおそれのある情報を含んでいることから、被害者個々

人のプライパシーに十分配J意しながら行われるべきことは当然である。

健康調査に際しては、調査対象者に対して、検査の巨約を各検査項目ごとに説明し、理解と品断専を得て、検査を

実施する必要がある。この健康調査は調査対象者にとっては自分方叫可らかの治療を受ける必要があるかどうかを

判断するためのものであるから、検査結果は速やカヰこ本人及び保護者に告知・説明されなければならない。

他方、集積された調査結果データは、日本社会にとっても、国際社会にとっても極めて有益な資料であるから、

(//) 



プライバシー保護に留意し、調査結果データを匿名化し、個人が識別できなし、状態で、分析検討結果とともに速

やかに公表されるべきである。

そして、国の責任で、複数の独立した機関によって、長期間の疫学調査が十分な規模で行われる体制を整備すべ

きである。

第4 課題の整理と今後の展望
1 福島原発事故(!]特殊性を踏まえ、住宅支援を国の政策とするとと

原発災害は取り返しがつかな川

故郷にいつ帰れるかわからない。

避難者に対する住宅供与期間を相当長期化することは当然である。

設備のよくなし可反設住宅に住み続ける苦痛より、自宅に戻りたいと考える人もいる。

しかし、そとにはコミュニティはなく、劇乍業の喜びもない。

もう戻らないと決めてし、る人たちの多くも故郷を放棄することはできないと考えている。

被害者が人間の尊厳を維持して生活を続けるためには、住宅支援は極めて困難であるが、国の責任で整備する必

要がある。

避難者は，原発事故により遊難を余儀なくされている。これによる被害は完全に賠償されるべきであるが，それ

とは日11に J臨時がそ広被害を軽減するため，どこに避難するかの自由は十分に保障されるべきである。

避難後¢転居も含めて，避難先がどの自治体であるかにかかわらず，安定かっ充実した支援が受けられなければ

ならなしL

2 健康診断と関連医療の無料化

福島県内に限らず、近燐県においても、高い放射線量が検出されている地域があるため、政府が主導して、福島

県民に加えて、少なくとも追加放射線量が年間1ミリシーベルトを止回る他県の地域の住民又はこれらの地域か

らのjjif難者についても、健康調査を行うべきである。

因果関係論争、疫学論争、確率論争によっ亡被害者の医療を受ける機会が損なわれることのないよう、上記¢主

民に、一定の疾患が生じたときは、因果関係の立証を求めることなく、無料の医療を保僚するべきである。

行政や企業から独立した複数の機関による調査と分析を保障するべきである。

ブ。ライパシ一保護に留意し、調あ結果データを匿名化し、個人が識別できない状態で、分析検討結果とともに速

やカミに生演されるべきである。

3 原発事故被害を受けた被害住民の主体化こそが、制度¢構築のかなめである。

チェノレノプイリ出土、命をかけて原発事故m，束のために活動した労働者と脳或住民の大きf地)jきかけであって実
現した。

住宅支援策、国による健康診断体制、医療支援策は、この事故で被害を受けた住民の一致した要求である。

被害住民の主体化に支えられた施策提言を、確実に実現させよう。
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